
渋谷区ブロック塀等安全化促進事業のご案内 令和８年度版

渋谷区では、令和８年度から道路等に面する地震の際に倒壊のおそれのあるブロック塀等に対する助成を行っています。
倒壊による人的被害の防止及び通行機能の確保を図るため、除却工事及び建替え工事に要する費用の一部を助成しています。

お問い合わせ 渋谷区都市整備部木密・耐震整備課整備促進係 電話番号（直通）０３（３４６３）２６４７ FAX０３（５４５８）４９１８ MAIL taishin-1@shibuya.tokyo

はじめに

対象ブロック塀等

対象者

①渋谷区に存する倒壊する恐れがあるブロック塀等であること
②道路、通学路及び避難路等に面するものであること
③原則、対象道路等の道路面から上端までの垂直距離が０．８ｍを超えるもの
※擁壁や基礎等の立上りを含む。軽量フェンス等は高さに含まない。
④法第４４条に抵触する等の法令違反がないものであること

下記のいずれかに該当する者
①対象ブロック塀等の所有者
②区分所有建築物の場合
管理組合（区分所有法第３条若しくは第６５条に規定する団体又は同法第４７条
第１項（同法第６６条において準用する場合を含む。）に規定する法人をいう。）、
区分所有者の集会の議決で決定された代表者、マンション再生円滑化法に基づく
マンション建替組合、個人施行者又は認定買受人

③共有建築物の場合
共同所有者全員の合意によって選出された代表者

ブロック塀の点検チェックポイント（参考_国土交通省）

助成金額と限度額

区分 助成金額 限度額

除却工事費用
工事に要する費用の２／３以内の額と、除却を行お
うとする塀の長さ（ｍ）に15,000円の乗じた額のい
ずれか少ない額

600,000円

軽量フェンス等設
置工事費用

工事に要する費用の２／３以内の額と、建替え等を
行おうとする塀の長さ（ｍ）に30,000円を乗じた額
のいずれか少ない額

1,200,000円

＊助成金に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
＊建築基準法及び建築基準関係規定に重大な不適合がある場合で、不適合の是正に係る費用に
ついては、助成対象としない。
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手続きの流れ 必要な書類
【事前相談】申請を希望する場合は、事前相談書の提出をお願いします。

受領・審査 助成対象承認申請

承認通知の交付 事業契約

着手届の提出

完了検査

ブロック塀等所有者（申請者）

完了届・交付申請

受領

交付決定通知の交付

助成金受領

検査依頼書の提出

受領・審査

中間検査

検査依頼書の提出

支出処理

受領

受領

一か月程度
※現地確認含む

半月程度

一か月程度

職員による現地中間検査実施（建替え工事における除却完了時）

職員による現地完了検査検査実施（建替え完了時）
※除却工事においては、除却完了時

耐震改修工事の場合のみ

業者との契約は、
必ず「承認通知」受領後に実施

助成金の受領を耐震診断等の実施業者に委任することができる受領委任払い
制度（区から直接、実施業者に助成金を支払う仕組み）があります。
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渋谷区役所

事前相談書の提出受領・確認

木密・耐震整備課 建替え工事除却工事

受領

渋谷区ブロック塀等安全化促進事業 書類一覧表

助成対象承認申請

凡例：「●」必ず提出 ／ 「△」必要に応じて提出

№ 名 称 説 明
除
却

建
替

1 助成対象承認申請書 別記様式参照 ● ●

2 土地の全部事項証明書 申請日を含む3か月以内に法務局で取得した原本 ● ●

3 建物の全部事項証明書
申請日を含む3か月以内に法務局で取得した原本
借地権付き等、建物所有者が別に存する場合（建築物に附属する塀など）

● ●

4 法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 所有者が法人の場合のみ ● ●

5 案内図 住宅地図等に当該ブロック塀等がわかるように図示すること ● ●

6 前面道路の現況幅員が確認できる資料 配置図等で、前面道路の現況幅員や名称等の情報が確認できるもの ● ●

7 対象ブロック塀の概要が分かる図面等の資料 構造種別、高さ、長さ、配置等 ● ●

8 フェンス等の工事図面 平面図や立面図等 ●

9 不適合部分を是正する内容の工事計画書 建築基準法及び関係法令上の重大な不適合等がある場合 △

10 対象ブロック塀等の写真 原則、正面、背面及び全体が確認できる写真 ● ●

11 倒壊の危険性があると判断できる資料 国土交通省_ブロック塀等のチェックポイント等 ● ●

12 有効な決議等が行われたことがわかる資料

・区分所有建築物が存する土地に存する場合は、管理組合、区分所有者の集会等で有効な決議がな
されていることが確認できる書類。
・マンション再生円滑化法に基づくマンション建替え組合又は認定買受人にあっては、従前のマン
ションの管理組合が認識し、合意していることが分かる書類。
・共有建築物が存する土地に存する場合は、共同所有者全員の合意が分かる書類

● ●

13 共同所有者の同意書 所有者が他にいる場合のみ ● ●

14 管理規約等の写し
建替え組合の場合は、定款の写し
個人施行の場合は、規準又は規約の写し

● ●

15 有効な決議が行われたことがわかる資料

・助成金を活用して耐震診断等を実施することがわかる議事録等
・なお、マンション敷地売却事業を実施する場合は従前マンションの管理組合
が認識し、合意していることがわかる資料
・個人施行の場合は不要
・構造上複数棟があり、それぞれの棟を対象建築物とする場合、それぞれの棟ごとに必要

● ●

16 管理規約等の写し
区分所有建築物の場合のみ。
・建替え組合の場合は、定款の写し
・個人施行の場合は、規準又は規約の写し

● ●

17 工程表 着手予定日、完了予定日を明記すること ● ●

18 工事に要する費用の見積書（内訳がわかるもの） 違反又は不適合がある場合は、是正のための内訳がわかる見積書を追加する ● ●

19
設計及び工事監理に要する費用の見積書
（内訳がわかるもの）

軽量フェンス等設置工事の場合のみ ●

20 委任状
・代理人等に申請手続きを委任する場合のみ
・委任者の直筆の場合は押印不要。直筆以外の場合は、押印必要
・個人施行の場合は、全員同意を得た者とみなすため不要

△ △

21 買受計画の認定、建替組合設立、個人施行の認可がわかる資料 マンション敷地売却制度の場合又は建替え組合若しくは個人施行の場合のみ △ △

22 買受計画書又は事業計画書の概要の写し
・マンション敷地売却制度の場合又は建替え組合若しくは個人施行の場合のみ
・写しは計画書の概要のみで良い（申請時点での最新の計画）

△ △

23 建替組合理事長の就任がわかる資料 建替組合の場合のみ △ △

24 変更承認申請書又は変更届 承認を得た後に承認内容を変更する場合のみ △ △

25 変更内容がわかる資料 承認を得た後に承認内容を変更する場合のみ △ △

26 その他区長が定める書類 上記の他、指示があった書類について提出すること △ △
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